
平成 30 年 10 月 16 日
日本原子力発電株式会社

東海第二発電所 新規制基準適合性に係る保安規定変更認可申請における

常設重大事故等対処設備に係るＰＬＭ条文変更の扱いについて

１．概要

○ 東海第二発電所保安規定第 107条の 2（原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価及び長期保守管理方針）（以
下「ＰＬＭ条文」という。）について，長期保守管理方針変更に係る保安規定変更認可申請（補正申請）において，

以下の内容を変更し，40年目から施行されるように申請することを予定している。
①原子力規制委員会設置法の一部施行に伴う関係規則の整備等（以下「法令改正」という。）に伴う変更のうち，

常設重大事故等対処設備（以下「常設 SA設備」という。）に対する経年劣化に関する技術的評価及びこれに基
づく長期保守管理方針の策定（以下「高経年化技術評価等」という。）に関する変更

②40年目以降の状況に応じた条文の変更（30年目長期保守管理方針の見直し規定の削除）
○ 上記のうち①については，新規制基準適合性に係る保安規定変更認可申請（平成 26 年 5 月 20 日申請，平成 26

年 10月 16日一部補正）にて申請していることから，以下の対応を予定している。

２．対応内容：新規制基準適合性に係る保安規定変更認可申請から，ＰＬＭ条文の変更認可申請を取り下げ

○ 東海第二発電所は，１．①の変更については，新規制基準適合性に係る保安規定変更認可申請（平成 26 年 5 月
20日申請，平成 26年 10月 16日一部補正）にて申請しており，長期保守管理方針変更に係る保安規定変更認可
申請（補正申請）も行うことで申請内容が重複する。

○ 本対応について，先行プラントでは以下の対応を行っている。

・ＰＬＭ条文の変更について，新規制基準適合性に係る保安規定変更認可申請と運転を前提とする長期保守管理方

針の保安規定変更認可申請で重複する場合，新規制基準適合性に係る保安規定変更認可申請内容から削除し，長

期保守管理方針変更に係る保安規定変更認可申請にて申請している。

・また上記対応により，１．①の変更内容が新規制基準適合性に係る保安規定変更認可申請に含まれなくなるが，

ＰＬＭ条文の変更は，新規制基準適合に係る許認可とは異なり，高経年化技術評価等に係る認可は運転可否の判

断条件となる性格のものではないことから，手続き上，新規制基準適合性に係る保安規定変更認可申請から削除

し，長期保守管理方針変更に係る保安規定変更認可申請による申請とすることが適当であることを確認している。

○ これを踏まえて，当社東海第二発電所の新規制基準適合性に係る保安規定変更認可申請についても，重複を避け

るため削除することとし，長期保守管理方針変更に係る保安規定変更認可申請にて申請を行う。

３．既に認可を受けた内容の反映

○ 前回補正申請（平成 26年 10月 16日一部補正）以降に認可を受けた内容について，上記新規制基準適合性に
係る保安規定変更認可申請（補正）に合わせて申請内容に反映する。

認可内容 認可年月日 変更条文 反映要否※

実用炉規則改正に伴う緊

急作業時の被ばく線量

平成 28 年 3
月 24日認可

第９９条（線量の評価）

第１０９条の２（緊急時作業従事者の選定）【新】

第１１６条の２（緊急時作業従事者の線量管理等）【新】

第１１７条の２（頻度の定義）【新】

第１２０条（記録）

対象条文の申請無し

実用炉規則改正に伴うＰ

ＬＭ条文の変更

平成 30 年 4
月 2日認可

第１０７条の２（原子炉施設の経年劣化に関する技術的な

評価及び長期保守管理方針）
取下げ

国道 245号拡幅に伴う周
辺監視区域変更

第９８条（周辺監視区域）図９８

対象条文の図に反映

（発電所進入道路をＹ

字からＴ字へ変更）

タービン建屋の防護扉設

置に伴う管理区域変更
添付２（管理区域図）「12．タービン建屋管理区域図その２」 対象添付図の申請無し

記載の適正化に伴う変更 第１２０条（記録）表１２０－４ 対象条文の申請無し

注：上記の変更以外に認可番号，認可年月日の反映を実施。【新】：新規規定条文。※：新規制基準適合性の保安規定変更認可申請書への反映要否

以 上
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現行保安規定

平成26年5月 平成29年11月 補正
（H30.10下旬）

平成30年11月28日
（営業運転開始から40年）

申請（H29.12.22） 認可（H30.4.2）

東海第二発電所 保安規定変更（新規制基準適合性 係 保安規定変更 40年目 長期保守管理方針変更 係 保安規定変更）

申請（H29.11.24）

実用炉規則改正に係る保安規定変更（50年目PLM条文追加 他）

40年目 長期保守管理方針変更 係 保安規定変更
第107条の2 常設SA設備を評価対象に追加
記載の適正化（30年目PLM条文削除）

第107条の2 PLM条文 常設SA設備を評価対象に追加

施行（4/11）

認可

施行(H30.11.28)

取り下げ

第107条の2 PLM条文 常設SA設備を評価対象に追加以外

補正（H29.12.22）

実用炉規則改正 係 変更（50年目PLM条文追加他）
周辺監視区域変更（発電所進入道路Ｙ字⇒Ｔ字）

40年目長期保守管理方針適用

申請（H26.5.20）

申請（H27.3.17）

新規制基準適合性 係 保安規定変更

今回の取り下げに合わせてこれまでの認可内容を
新規制基準適合性に係る申請に反映（①）

取り下げ

（①）

40年目 長期保守管理方針変更 係 保安規定変更

美浜・・・新規制基準適合性申請ではPLM条文 変更   40年目PLM（運転延長）  変更申請

申請（H27.11.26） 認可（H28.11.16）

PLM条文変更  

PLM条文変更（常設SA設備追加）

申請
（H29.9.15）

実用炉規則改正

実用炉規則改正

補正（H30.1.15）

申請
（H29.3.24）

認可
（H29.6.26）

認可
（H30.1.10）

PLM条文（添付番号繰り上げ）

常設SA設備追加＋実用
炉規則改正を反映した
PLM条文で申請

新規制基準適合性 係 保安規定変更

申請（H25.7.8）

PLM条文変更（常設SA設備追加）

認可（H27.10.9）

30年目 長期保守管理方針変更 係 保安規定変更

申請（3号 H26.1.15、4号 H26.6.3）

補正（H26.1.15）

取り下げ

認可（3/4号 H27.11.18）

40年目 長期保守管理方針変更 係 保安規定変更

申請（H27.4.30） 補正（H28.6.13） 認可（H28.6.20）

新規制基準適合性に係る保安規定変更（未申請）

新規制基準適合性に係る工事認可（H28.6.10）★新規制基準適合性に係る工事認可（3号 H27.8.4、4号 H27.10.9）★

PLM条文変更
（常設SA設備追加）

補正にて追加

新規制基準適合性に係る★
工事認可（H28.10.26）

新規制基準適合性に係る工事認可（H30.10下旬）★

新規制基準適合性に係 保安規定変更

【参考】関西電力（株）保安規定変更（新規制基準適合性 係 保安規定変更 40年目 長期保守管理方針変更 係 保安規定変更）

高浜3/4・・・新規制基準適合性申請で申請していたが、30年目PLMにて取り下げ 高浜1/2・・・新規制基準工認認可後、40年目PLMに取り込み（補正）
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